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研究成果の概要（和文）：本研究では、海洋の生物多様性の保全を統合的に可能とする海洋秩序のあり方につい
て探求した。研究の対象が、多様な資源（生物資源・鉱物資源・遺伝子資源など）に及び、またそれらの存在す
る地域（領海・公海・深海底など）が異なるので、多くの関係する条約などの国際的合意を分析し、その有効性
について検討した。また、そうした国際的合意を実施する方策（海洋保護区など）について検討するとともに、
北東アジア地域における地域的実施にむけての韓国との共同研究をおこなった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to investigate the international order of 
the sea to realize a consolidated preservation of the marine baiodiversity. As the objects of this 
research includes various resources(living resouces, mineral resources,genetic resources etc.)and 
they can be found in various places (territorial sea, high seas, deep-seebed area etc.), we find it 
necessary to  analize many related international agreements and considered their effectiveness. We 
have also considered how such international agreements can be enforced (such as in the marine 
protected areas). The joint symposium with the Korea Institute of Science and Technology on the 
regional implementation of the related treaties in the North-East Pacific area was held in July 2017
 in Nagoya. 

研究分野： 国際法
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１．研究開始当初の背景 
国連海洋法条約(UNCLOS)や生物多様性

条約(CBD)の成立を背景として、海洋の生物
多様性をいかに保全すべきかの議論・研究が
とりわけ 21 世紀になり活発になってきてい
る。本研究は、そうした視点からの先行研究
「海洋の生物多様性保全の国際法―海洋法
と環境法の統合的アプローチの探求（2009
年基盤研究 B・研究代表者・田中則夫）およ
び「海洋の生物多様性保全に関する国際法―
普遍と地域の制度連関と相互調整の実証研
究（2013 年基盤研究 B・研究代表者・田中則
夫）をふまえて行われるものであり、研究代
表者・分担者は基本的に同一である。 
 
２．研究の目的 
海洋の生物多様性保全の問題は、これまで

海洋法制度と生物多様性条約体制をめぐる
問題としてそれぞれ検討が進められてきて
おり、また、そうした制度間の調整が、地域
的な条約や機関の下において、さらに、国際
海事機関や国連食糧農業機関などの国際機
関においてなされてきており、それらをめぐ
る国家実行・条約実行が多様な側面において
着実に蓄積されてきている状況にある。本研
究はそうした海洋の生物多様性の保全に関
する複合的、重層的な国際法制度間の相互連
関と調整の動態を、そしてそれに伴う国際法
の諸問題について実証的に解明し、それらを
ふまえて海洋の生物多様性保全のための統
合的な海洋秩序のあり方を探求するもので
ある。 
 
３．研究の方法 
この研究目的の達成のために、海洋法が本

研究の主題との関係で変容を迫られ、かつ、
実行の蓄積が進行している、3 つの分野（海
洋保護区(MPA)、遺伝資源を含む海洋生物資
源管理、陸域起因海洋汚染）を主たる素材と
して、そうした国際制度が、生物多様性保全
という新たな要請に対応して国連海洋法条
約制度の下で統合的に実現しつつある過程
を明らかにする。特に、地中海と北東大西洋
の 2 地域に焦点をあて、普遍と地域の制度間
の相互連関と調整による海洋法秩序形成に
伴う国際法の諸問題を実証的に解明し､そこ
に存在する国際法の形成と実施のダイナミ
ズムを明らかにすることにより、生物多様性
保全の要請に応える今後の海洋秩序のあり
方を探求し、特に、北東アジア海域における
生物多様性保全の地域的制度のあり方につ
いても探求する。 
 
４．研究成果 
本研究により、生物多様性保全の観点から

の UNCLOS と CBD の間ならびにこれら 2
条約とそれ以外の国際機関、地域的制度との
間の相互連関と調整の動態を明らかにする
ことができ、そうした諸々の制度間の相互連
関と調整による海洋法秩序形成に伴う国際

法の諸問題を解明した。そうした研究成果を
基に、海洋の生物多様性保全の要請を統合し
た海洋秩序のあり方を示すとともに、その具
体化の 1 つとして､韓国の海洋科学技術院
(KIOST)との共同研究に基づき、日本周辺の
北東アジア地域における地域的制度につい
ての基本的構想を得た。それらについては、
以下のすでに発表された研究成果に加えて、
近々に書籍として刊行する予定である。 
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